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●取扱量
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●排出量
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●移動量

当社での取扱量の多い主な PRTR 対象化学物質について、その取扱量と排出量・移動量の推移は以下のとおりです。

19

化学物質排出削減の取り組み
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当社では法律によって義務付けられている製品のMSDS（製品安全データシート）を発行して、製品に含まれる化学物質に

関する情報を公開してきました。

2011年1月からは、国際表示基準のGHSに対応したMSDSを発行することが法制化されています。GHS対応MSDSで

はGHS分類に基づく物理化学的危険性、健康有害性、環境有害性の絵表示、注意喚起語、危険有害性情報などを記載する

ことが義務付けられています。当社においてはこのような背景を踏まえ、JIS Z 7250:2005［化学物質等安全データシー

ト（MSDS）―内容及び項目の順序］、（社）日本塗料工業会の作成指針に基づくGHS対応MSDS発行システムを構築しま

した。

GHS対応MSDS発行システムへの取り組み

●GHSピクトグラム(危険有害性表示)

■GHS対応MSDSの展開

2011年1月より、従来のMSDSに代わるGHS対応MSDSを発行しています。従来の情報に加えて、GHS分類に基づく

物理化学的危険性、健康有害性、環境有害性等の危険有害性情報などを公開しています。GHS分類は製品に含まれる化学

物質の情報により変動しますので、随時MSDSの改定を行ない、つねに最新の情報公開に努めていきます。

8 GHS対応MSDS発行システムへの取り組み

火薬類
自己反応性化学品
有機過酸化物

高圧ガス

急性毒性

引火性／可燃性物質
自己反応性化学品
自然発火および自然発熱物質

金属腐食性物質 
皮膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性

急性毒性（低毒性）
皮膚刺激性
眼刺激性
皮膚感作性

酸化性物質
有機過酸化物

環境有害性

変異原性
発がん性
生殖毒性
呼吸器感作性
標的臓器毒性
吸引性呼吸器有害性

1
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当社では塗料製品に関して「容器イエローカード」を導入しています。

この「容器イエローカード」は運送中の事故により、塗料が漏洩・飛散などを起こした際の処理方法を明確にすることを目

的としています。

具体的には塗料製品の容器に貼付する製品ラベルに指針番号や国連番号を記載して、漏洩や飛散などが発生した場合に緊急

に処理する方法を指針書で検索できるというシステムで、（社）日本塗料工業会の指針に則り運用しています。

現在、当社では危険物に該当する製品については、すべて対応しています。

また、指定可燃物に該当する製品、水系塗料製品に関しては、（社）日本化学工業協会指針に基づく「緊急連絡カード（イエ

ローカード）」を運送業者に配布して緊急時の対処方法を示してあります。

当社は「容器イエローカード」「イエローカード」について実施を完了しており、今後の新製品についても順次適用していき

ます。

当社の環境に関する公的資格の取得状況は以下のとおりです。

イエローカードについて

環境公的資格所有者数

●製品ラベル（容器イエローカード） ●緊急連絡カード（イエローカード）

公害防止管理者

毒物劇物取扱責任者

危険物取扱者

（大気1種）

（水質1種）

（騒音振動）

（特定粉じん）

（甲種）

（乙種第1～6類）

（丙種）

2

3

4

4

6

25

138

4

人数資格名

水質管理責任者

環境計量士

特別管理産業廃棄物管理責任者

ボイラー主任技術者

エネルギー管理講習修了者

有機溶剤作業主任者

特定化学物質等作業主任者

濃度

5

2

15

8

13

64

57

人数資格名

GHS対応MSDS発行システムへの取り組み

2

3
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事業エリア内コスト

上・下流コスト 

管理活動コスト 

研究開発コスト 

社会活動コスト 

環境損傷コスト 

合 計

大気 ･ 水質汚染などの公害防止

温暖化防止などの地球環境保全

産業廃棄物の適正処理など資源循環に関わるコスト

環境対応製品、製品リサイクル、グリーン調達

ISO 取得 ･ 維持、社員教育

環境対応製品の研究開発

緑化、自然保護、環境保全団体への寄付 ･ 支援金

環境保全に対する損害賠償費用など

 1,960 

 3,084 

 5,386 

─ 

 320 

─

─

─ 

 10,750

 17,850 

 2,270 

 127,088 

 419,583 

 11,413 

 106,285 

 104 

─

 684,593

主な取り組みの内容分類 投資額 費用額

( 単位：千円 )

●算定基準
①投資額は環境保全を目的とした環境設備の当期取得価額です。
②費用額には環境設備に対する減価償却費を含みます。     
③人件費は環境保全活動に従事した時間数に、時間当たりの平均単価を乗じて算出しています。

上記のとおり、2010年度の投資額は11百万円、費用額は685百万円になりました。

費用額の主なものは研究開発人件費105百万円、グリーン調達による原材料費318百万円です。

管理活動コスト　2％

0

500

1,000

2,000

5,000

4,000

3,000

2001年度 2002年度 2003年度

CO2電
気
使
用
量
（　
）

燃
料
油
使
用
量
（　
）

ガ
ス
使
用
量
（　
）

水
使
用
量
（
千
m
3

）

環
境
負
荷
物
質
排
出
量
（
ｔ
）

排
出
量
（
ｔ
）� �

�

事業エリア内コスト
（公害防止）　3%

事業エリア内コスト
（地球環境保全）　0%

事業エリア内
コスト

（資源循環）

19%

上・下流コスト

61%

研究開発コスト
15%

環境損傷コスト　0%

社会活動コスト　0%

管理活動コスト
2%

0

200

400

600

800

1,000

コ
ス
ト
（
百
万
円
）

820843

708 685

842
887

2006年度 2010年度2009年度2008年度2007年度

●2010年度環境保全コスト（費用額） ●環境保全コストの推移

■環境会計方針・ポイント

集計範囲 : 日本特殊塗料株式会社（全社）

対象期間 : 2010年4月1日〜2011年3月31日

参考ガイドライン :  環境省『環境会計ガイドライン』

環境保全コスト

9 環境会計

1
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事業活動に投入する資源

事業活動から排出する
環境負荷

電力使用量（　）

燃料油使用量（　）

ガス使用量（　）

水使用量（千m
3

）

環境負荷物質総排出量（t）

CO2排出量（t）

 3,138.7 

 1,252.8 

 1,395.8 

37.2 

 33.6 

 11,832.8

 3,023.0 

967.4 

 1,219.4 

 33.5 

 19.0 

10,370.9

効果内容効果対象 2008年度 2009年度

104.3%

95.8%

107.4%

98.5%

88.4%

103.5%

対前年度比

※環境負荷物質排出量は大気中への排出量＋事業所外への移動量の合計です。

※集計方法、対象施設などを見直したため、前年度以前の数値を当年度の集計方法に合わせて一部修正しています。

【数値の増減に関する原因】
 ● 経済情勢の回復に伴い、エネルギー（電力、燃料油、ガス）総使用量は2009年度に比べて増加しましたが、環境負荷物

質の排出量は減少傾向にあります。

　今後も環境負荷の少ない事業活動に努めていきます。

 3,151.9 

 926.6 

 1,309.6 

 33.0 

 16.8 

10,731.0

2010年度

費用削減
省エネルギーによるエネルギー費の削減

梱包材および物流費用の削減

効果の内容

 1,278 

 △736

金額

●算定基準
①確実な根拠に基づいて算出されるもののみ集計対象とし、いわゆるみなし効果、偶発的効果についてはその範囲に含めていません。
②基準期間との事業活動量調整比較による方法により、算定しております。
　環境保全対策に伴う経済効果（費用削減）＝基準期間の費用×（当期の事業活動量÷基準期間の事業活動量）−当期の費用

( 単位：千円 )

環境保全対策に伴う経済効果

環境保全効果

■環境会計とは：
　事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的 ( 貨幣単位または物量単位 )

に測定伝達する仕組みです。

23

環境会計

3

2
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1. 顧客の満足と信頼に応える品質マネジメントシステムを確立し、維持し、顧客のニーズを満たす製品を

提供する。

2. 安全および環境に配慮した製品を提供する。

3. 要求事項に適合した製品の提供と品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善を行なう。

4. 生産活動を通じて品質と安全性の重要な改善とコスト削減を達成する。

品質保証活動の一環として、各工場においては「クレームゼロ委員会」、関連会社や業務委託先との間では「品質連絡会」を

定期的に開催しています。また、それらの情報を品質保証部を通じて全社的に共有化することにより、品質の改善を推進し

ています。

品質マネジメントシステムの国際規格「ISO 9000」シリ

ーズについては、1998年の愛知工場を最初に、2001

年までに全事業所が認証取得しています。

2010年8月に外部認証機関による更新審査を実施し、品質マネジメントシステムの適切な運用および維持・継続の確認を

行ないました。

今後も品質マネジメントシステムの継続的改善を行ないながら、顧客満足の向上に努めていきます。

品質方針

品質保証体制

品質マネジメントシステム　ISO 9001

当社では全事業所について「ISO 9001」（品質マネジメントシステム）を取得し、品質保証活動に取り組
んでいます。

ISO 9001：2008 JCQA-0379 1998年10月

登録日登録番号

九州工場

品質管理課

日本特殊塗料

クレームゼロ委員会

生産
開発品質管理

品質方針

関連会社
業務委託先

お客様原材料購入先

製品

顧客満足
グリーン調達原材料

品質連絡会

ISO 9001：2008 JCQA-0379 1998年10月

登録日登録番号

九州工場

品質管理課

日本特殊塗料

クレームゼロ委員会

生産
開発品質管理

品質方針

関連会社
業務委託先

お客様原材料購入先

製品

顧客満足
グリーン調達原材料

品質連絡会

10品質保証に関する取り組み

1

2

3
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●安全はすべてに優先する。

●労災はすべて防ぐことができる。

●安全はみんなの責任である。

基本理念
「人命尊重」「安全最優先」を柱に、労働災害、職業性疾病および

交通災害ゼロを目指し、従業員が安全でかつ健康に働ける快適な

職場づくりを推進する。

基本方針

①すべての社員が安全に対する自らの認識を再確認し、かつ自分自身の問題と考え、ルールを守り、積極的に“災害ゼロ”を

実践する。

②すべてに絶えず総点検を実施するとともに、機械設備、車両、運搬具の作業標準を作成し、日常の作業において実施、徹

底させ、安全衛生管理の一層の充実をはかる。

③自動車製品を製造する会社の従業員としての自覚を持ち、法令遵守と運転マナーを守り、｢事故を起こさない｣｢事故に遭

わない｣をつねに念頭に置き、交通事故撲滅を目指す。

④社員の心身両面にわたり、積極的に健康の保持、増進のための施策を実施するとともに、より快適な職場環境の実現に努

力し、無災害、無公害の職場をつくり出す。

⑤労働安全マネジメントシステムに関する指針を参考に安全衛生方針および目標を定め、的確な安全衛生活動を推進すると

ともに、活動結果を評価し、管理計画の必要な見直しを継続的に実施する。

⑥化学物質、機械設備、作業行動、その他の業務により、労働者の危険または健康を害する恐れのあるものに関してリスク

アセスメントを実施し、これを防止するための必要な措置をとる。

⑦関連会社の安全衛生活動を推進させるための指導、援助を行なう。

安全衛生に対する基本姿勢

11安全衛生に関する取り組み

1 2

3

▲全社安全衛生管理委員会

▲職場パトロール
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①機械設備、車両、運搬具などの本質安全化を推進し、定期(法定)自主検査および点検整備を実施。

②機械設備の設計、計画段階および導入時の安全性の確認の実施。

③機械設備の運転操作、点検および修理に係わる安全作業マニュアルの作成および安全教育の徹底。

④機械化、自動化および新規原材料の導入などに伴う作業マニュアルの見直し。

⑤異常時および不定期作業における事故予防策の徹底（リスクアセスメントの徹底）。

⑥ヒヤリハットの抽出およびチェックによるＫＹＴ運動の定着化推進。

⑦労災発生個所に発生状況を掲示することによる再発防止。

⑧入社時、配転時および作業内容変更時の安全教育の実施。

１.労働災害防止の推進

実施項目重点施策

①道路交通法遵守および交通事故防止のため、安全運転の啓蒙をはかるとともに、講習会を実施する。

②飲酒運転は絶対に許さないという強い意志を示すとともに、運転時の携帯電話も使用しないことを念頭

に置き、日々の安全運転を推進する。

③社有車の自主点検日を設定するなどの車両管理を徹底し、点検･整備を確実に実施する。

④運転時の前･後席シートベルト着用およびバイク運転者の任意保険加入を徹底するとともに、自転車にも

任意保険加入を促すなど、車両全般の安全運行を推進する。

⑤任意保険未加入の車両は、事業所敷地内への乗り入れはさせないという強い姿勢で臨む（通勤使用不

可、駐車場使用禁止）。

⑥フォークリフトなどの構内運搬具の日常点検･整備を行ない、安全運転を推進する。

⑦構内へ入構する運送業者への安全教育および安全運転の徹底と啓蒙をはかる。

⑧社用車へ車両運行日誌を備え付け、社用車の管理徹底をはかる。また、メンテナンスの記録は、必ず車両

管理者が安全運転管理者へ（写）を提出するものとする。

⑨業務都合により、車両を自宅へ持ち帰るときは、原則として必ず事前に安全運転管理者へ届出るものと

する。ただし、やむを得ない事情がある場合は事後での届出も可とする。

2.交通事故防止活動の
   推進

①生活習慣病予防と健康づくりのため、健康診断の全員受診と結果のフォロー体制づくり。

②｢心の健康｣の確保に重点を置き、ストレスチェックを実施し、面接指導などのメンタルヘルス対策に取り組む。

③作業方法の見直しと体力づくりによる腰痛予防対策の実施。

④VDTの長時間作業者の視力低下および腰痛対策の実施。

⑤5Ｓ運動の活性化による清潔で快適な職場環境づくりの推進。

⑥うつ病などによる長期欠勤者の職場復帰プログラム策定。

3.健康管理、職業性
   疾病の予防および
   快適職場づくりの推進

①緊急時の組織体制を確立し、各自の任務、災害防止措置、避難および救護に関する教育・訓練のマニュアル

を作成。

②緊急時対応訓練（火災、地震などを想定）の実施。

4.地震および
   火災等緊急時の
   対策・準備

①高年齢労働者の働きやすい機械設備など、作業環境の改善を推進。

②働きやすい作業手順の確立、作業配置の改善および安全教育の実施。

5.高年齢労働者の
   安全対策の促進

①労働安全衛生法、消防法、作業環境測定法および公害対策基本法などの各種法令の遵守。

②劇毒物および危険物の取り扱いと保管に関し、法令に基づく適切な運用の実施。

③とくに法改正などにより、新規指定となる化学物質に対し、必要な措置を実施。

6.安全・衛生等に関する
   法令遵守

①関連協力会社の災害防止に対する計画的な支援、指導。

②公害を出さないための環境保全体制の確立。

③産業廃棄物の削減と適切な処理の実施。

7.その他

実施項目重点施策

2010年度安全衛生活動重点施策および実施項目4
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①全社安全衛生総点検の実施

　7月の全国安全週間および10月の全国労働衛生週間は

経営首脳による訓示の日とし、各事業所で「安全」およ

び｢衛生｣に関する啓蒙を行なうとともに、経営首脳によ

る職場巡視と点検を実施する。

②事業所間相互パトロールの実施

　10月の全国労働衛生週間では各事業所の代表者による

相互のパトロールを実施し、各職場の「安全」および「衛

生」面の向上を目指す。

③防災訓練の実施

　火災および地震災害などの緊急時に対応するための訓練

を実施する。また、緊急時体制の見直し点検を行なう。

④交通安全の取り組み実施

　交通事故撲滅を目的とした啓蒙活動および安全運転講習

会などを実施する。

⑤関連会社への安全衛生活動の推進

　関連する各工場により業務委託先への安全パトロールを

実施し、「安全」に対する意識を共有化し、相互の安全

施策に繋がる活動を行なう。

⑥安全衛生管理委員会の開催

　年に2回、全社安全衛生管理委員会を開催し、各事業所

の取り組み状況、労災事故の再発防止および関連法規の

改定対応などの確認を行なう。

行事計画
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（1）度数率（休業災害）推移

（2）強度率推移

労働災害の度数率 ※ ①、強度率 ※ ②推移

※①：度数率＝労働災害による死傷者数(休業災害)÷延べ実労働時間数×1,000,000
※②：強度率＝労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000

［データ出典］製造業、化学工業のデータは、2007 年次までは厚生労働省「労働災害動向調査甲調査」（事業所規模 100 人以上）、
　　　　　　　2008年次以降は厚生労働省「労働災害動向調査事業所調査」による。

5つの祈り

●ケガのないように
●事故のないように
●お客様を大事にし
●会社に利益をもたらし
●それを通して皆が豊かに、仲よく、
 幸せになってもらいたい。

安全衛生に関する取り組み

5

6
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環境、安全衛生に関する法令への当社の取り組みについてはすでに述べたとおりですが、コンプライアンス全般について、取り組みの

概要、関係する組織をご紹介します。

当社ではコンプライアンス体制の基礎として、「日本特殊塗料行動規範」および「法令遵守規程」を定め、運用しています。「法令遵守

規程」は企業活動推進にあたり、社会規範の根本である法令の遵守を求めるものです。「日本特殊塗料行動規範」は法令だけでなく、多

くの社会規範類と会社規程の遵守、社会的要請への対応を求めるものであり、日常業務で判断に迷うような事態に直面した場合、この

行動規範を判断基準とすることにより、法令や社会常識に反するようなことに陥ることを回避し、迅速かつ適切な対応が可能となるこ

とを目指すものです。

コンプライアンスに基づく経営の実効性を確保するために、社長直轄の「法令遵守室」を設置しており、コンプライアンスに関わる通

報および疑義が生じた場合の相談窓口を担っています。

「当社に関連する主な国内法令一覧」を社内のイントラネットで公開し、内容を適宜見直し、新規に追加した法令については、その意

義をわかりやすく解説しています。

「リスク管理委員会」を四半期ごとに開催し、財務報告の信頼性に影響を及ぼすリスクを把握、評価しています。経営者を委員長とす

るこの委員会には常勤監査役も出席しており、委員会ではそのアドバイスを積極的に受け入れています。委員会での討議内容は各事業

所に展開し、職制を通じて組織の全員に周知、徹底しています。

「会社法」「金融商品取引法」を遵守し、監査室では「内部統制委員会」を開催し、内部統制報告制度に対応するため全事業所の「内部統

制」の整備、運用状況を評価しています。また、海外（米国・中国）の持分法適用関連会社の全社レベルの内部統制を評価しています。

「危機管理委員会」では自然災害をはじめとする経営危機を発見し、事業の継続に影響を及ぼすリスクを洗い出し、評価することにより、

リスクを低減できる危機管理体制を整備して、地域社会と協働すること、供給責任を果たすことで、社会に貢献できる会社を目指して

います。

最後に個人情報の取り扱いについては、「個人情報保護法」および関連する関連省庁のガイドラインなどに基づいて、「個人情報保護方針」

の策定と社内外への公表、「個人情報保護管理規程」の策定と施行を行ない、個人情報の適正な取得と利用、個人データの適正な管理、

保有個人データについての適正な対応を柱として、社内外の個人情報の保護に努めています。

コンプライアンスに関する取り組み12
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当社は各事業所で、それぞれの地区の工業会活動や地域の活動に参加しています。

今後とも地域に密着した企業活動を行なっていきます。

団体名事業所 活動内容

●相模川の環境保全やクリーン活動
●ブロック別防災訓練
●馬入工業団地の会員事業所との交流活動

平塚工場 ●平塚地区環境対策協議会
●平塚市危険物安全協会
●馬入工業会

●安全管理の徹底と地域安全実現活動
●防火対策推進活動
●交通事故のない街づくりのための活動
●北区でのものづくり支援活動

本社 ●王子防災会
●王子防火管理協議会
●王子交通安全協会
●北産業連合会

●地区の清掃活動
●海岸線の松の植樹活動

静岡工場 ●御前崎市商工会
●池新田財産区

●労働条件・労働衛生など、快適な職場環境の形成・健康管理活動
●交通事故撲滅活動
●危険物に起因する災害防止活動

愛知工場 ●刈谷労働基準協会　知立支部
●安城知立交通安全運転管理協議会
●知立市危険物安全協会

●危険物安全予防活動広島工場 ●東広島危険物安全協会

●工業団地企業での交流活動
●沿岸警備への協力
●研修会への参加
●築城基地イベントへの参加

東九州工場 ●稲童工業団地企業
●行橋苅田沿岸警備協力会
●人権啓発推進協議会
●築城基地鶯友会

●地域社会との交流
●労働条件・労働衛生など、快適な職場環境の形成・健康管理活動
●各種地域協会への参加
●地区消防大会への参加

九州工場 ●久留米地区職業訓練協会
●佐賀県労働基準協会
●みやき町商工会
●鳥栖・三養基地区危険物安全協会

地域社会との係わり13

▲地区消防大会への参加（九州工場）

▲平塚地区環境対策協議会での河川敷
へのチューリップの植栽（平塚工場）
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古紙配合率100％再生紙を使用

本冊子は、環境保全のため、用紙には古紙配合率100％再生紙を、印刷インキには大豆インキを使用し
ています。このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。

本冊子は環境保全のため、用紙には古紙パルプ配合率20％再生紙を、印刷インキには大豆インキを使用して
います。このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。

本冊子は環境保全のため、印刷インキには大豆インキを使用しています。このSOY INKマークは米国大豆協会承認マーク
です。
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